
- 1 -

平成２１年度事業報告

１．検定等の事業の実施状況

平成２１年度の検定事業の実施状況は、小型消火器、消防用ホース及び結

合金具を除く全ての品目で個別検定数量が前年度を下回ったことから、検定

事業手数料が前年度に比較して１０．９％の減収となった。

また、鑑定、受託試験、認定等の受託事業の実施状況は、各品目において

数量・件数が総じて前年度を下回まわり、特に住宅用火災警報器の自治体に

おける既存住宅への設置義務化が進展したが、個別鑑定数量の増加に伴わな

かったことから、受託事業手数料が前年度に比較して１３．６％の減収とな

った。

これらの結果、収益は、２２億８９４万９，４２２円となり、前年度に比

較して１２．３％の減収となった。

このうち事業収入は、２１億４，０９９万９，０８７円（１１．９％減）、

事業外収入は６，７９５万３３５円（２３．１％減）であった。

一方、費用は、閉鎖型スプリンクラーヘッドの規格改正に伴い、水道連結

型ヘッド用散水分布試験装置を新設するとともに、スプリンクラーヘッド作

動試験機を当該ヘッドに対応できるように改修を施した。また、色温度計等

の校正を行うために専用試験室であるクリーンルームを新築した。

さらに、炎感知器の周囲温度試験に使用する恒温恒湿槽が老朽化したもの

を更新し、その他住宅用火災警報器の設置に関する普及・啓発並びに調査研

究事業の推進及び事務の効率化対策等に所要の経費を要したが、経費の節減

に努めたこと等により、２０億７，０６０万８，１５８円となり、前年度に

比較して２．８％の減となった。

なお、法人税、事業税及び住民税は、法人都民税等均等割額のみの納税を

行うことにより、１９万円となった。

また、過年度法人税等は、平成１６年度、１７年度、１８年度、１９年度

分に係る申告・納税を行ったことにより、５億８０４万３００円となった。
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この結果、当期損失金は、３億６，９８８万９，０３６円となった。

（１）型式試験、型式変更試験及び個別検定

検定事業収入は、１１億８，１０４万６，４２３円であり、前年度に

比し、１０．９％の減少となった（表１参照）。

ア 型式試験

型式試験の件数は１８３件（前年度比３１．５％減）、手数料収入

は８４０万４，０００円（前年度比４８．３％減）となり、件数、手

数料収入とも前年度より大幅に減少した。

件数が減少した主な品目は、閉鎖型スプリンクラーヘッド、流水検

知装置、泡消火薬剤等で、増加した主な品目は、受信機等であった（表

２参照）。

イ 型式変更試験

型式変更試験の件数は５７件（前年度比５．０％減）、手数料収入

は１００万３，２００円（前年度比２２．０％減）と、前年度より減

少した。

件数が減少した主な品目は、閉鎖型スプリンクラーヘッド、流水検

知装置、感知器等で、増加した主な品目は、消防用ホース、小型消火

器、受信機等であった（表３参照）。

ウ 個別検定

個別検定の数量は１，８５４万２７２個（前年度比６．７％減）、

手数料収入は１１億７，１６３万９，２２３円（前年度比１０．５％

減）であり、小型消火器、消防用ホース、結合金具を除く品目の数量

・手数料収入がともに減少した。

そのうち、数量が大幅に減少した主な品目は、中継器（前年度比２

９．１％減）、漏電火災警報器・変流器（前年度比２５．８％減）、感

知器（前年度比２３．０％減）等である。増加した主な品目は、消防

用ホース（前年度比２５．８％増）、結合金具（前年度比１８．９％

増）、小型消火器（前年度比１５．８％増）である（表４参照）。

エ 翌年度への繰り越し

未処理として翌年度へ繰り越した件数は、型式試験９９件、型式変

更試験３４件及び個別検定９７９件であった（表５参照）。
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（２）特殊消防用設備等性能評価

平成１６年６月より開始した特殊消防用設備等性能評価の件数は５

件、手数料収入は６５６万２，５００円であった（表６参照）。

（３）鑑定、受託試験及び認定

受託事業収入は、９億５，１９７万３，５２８円であり、前年度に

比し、１３．６％の減少となった（表７参照）。

ア 鑑 定

鑑定に係る手数料収入は７億６，８６２万１，７５８円であり、前

年度に比し１９．１％減少した（表７参照）。

これは、特殊消火装置（オーパホール等）、消防用積載はしご、エ

アゾール式簡易消火具等の手数料収入が増加したものの、住宅用火災

警報器が２２．９％と大幅に減少となったこと等によるものである。

なお、特殊消防ポンプ自動車及び特殊消防自動車に係る手数料収入

は３，５７６万４，８９３円（前年度比２８．２％増）であった。

また、消火器関係構成部品、住宅用火災警報器、予備電源等の鑑定

手数料収入は、７億３，２８５万６，８６５円（前年度比２０．５％

減）であった（表７～１２、１４参照）。

イ 受託試験

受託試験に係る手数料収入は、１億５，３２２万９，５３８円であ

り、前年度に比し２５．９％増加した（表７参照）。

このうち、消防用吸管及び動力消防ポンプの受託試験に係る手数料

収入は７，７０２万８，８４０円（前年度比４１．８％増）であった

（表７、１６、１７参照）。

また、消防機器等評価に係る手数料収入は１，７３４万４，３２０

円（前年度比７７．４％増）、調査研究受託試験及び消防ポンプ自動

車用機関等受託試験に係る手数料収入は５，８８５万６，３７８円（前

年度比２．２％増）であった（表７、１９参照）。

ウ 認 定

認定に係る手数料収入は、３，０１２万２，２３２円（前年度比０．

９％減）であった（表７、２０～２３参照）。
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エ 翌年度への繰り越し

未処理として翌年度へ繰り越した件数は、鑑定関係２７３件、受託

試験関係４３件、認定関係２２８件であった（表８（注）、１３、１

５、１８、１９（注）２４参照）。

２．検定、鑑定等業務の的確・円滑な運営の推進

（１）試験設備の整備充実

業務の効率化及び信頼性の向上を図るため、中央試験場、分場試験場

等の整備を図るとともに、スプリンクラーヘッド作動試験機、消火散水

試験場排煙窓開閉装置の改修等を施したほか、水道連結型ヘッド用散水

分布試験装置、炎感知器試験用恒温恒湿槽、クリーンルーム、スコープ

コーダ、無停電電源装置、消防用ホース伸び測定装置等の整備を図った。

（２）業務の品質向上

①電子化の推進

事務手続きの迅速化、簡素化を推進するため、個別検定の電子申請シ

ステムの構築を図り、組織改編に対応して検定申請システムの改修を行

った。

②ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５試験品質システムの維持・向上

国際規格「ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５」に適合する試験所として、さ

らに信頼性のある試験データを提供するため、サーベイランスなどを通

じて試験品質システムの向上に努めた。

③職員の教育研修の充実

鑑定・認定業務における工場審査を充実するため、ＩＳＯ９０００品

質管理システム審査員等の養成に努めるとともに、消防大学校への研修

派遣、内部研修の実施等職員の教育研修の充実に努めた。

（３）住宅用火災警報器設置義務制度への対応

①住宅用火災警報器の普及状況等に係る情報収集、需要・普及予測手法

の開発・検討並びに、設置場所等による性能・機能等の適正検証及び設

置効果の確認等についての調査研究を行った。



- 5 -

②地域に密着した消防防災活動を展開している消防関係団体の協力を得

て、住宅用火災警報器に対する正しい知識と理解の普及を図るとともに、

鑑定制度とその運用に的確に反映させるための設置個数及び利用実態の

把握、性能機能に関する消費者ニーズの情報収集等に努めた。

また、住宅防火対策推進シンポジウム等の場におけるＮＳマーク及び

鑑定制度の周知と理解の増進活動に努めた。

３．技術課題への取り組み

（１）災害時要援護者の安全確保に配慮した消防活動用機器等の性能、機能

に関する研究

パチンコ店火災（大阪市）、マージャン店火災（浜松市）、グループホ

ーム火災（札幌市）等の火災情報の収集を行った。

（２）火災等の事故時に係る消防用機械器具等の性能、機能等に関する調査

火災時における、消防用機械器具等の使用状況、作動状況等を調査し、

基準、試験方法等の見直し等に反映させることを目的に消防機関と連携

して情報収集する仕組みの構築を行った。平成２１年度においては千葉

市消防局と当該調査に関する情報の提供及び調査等を行うための体制を

構築し、情報提供（２件）を受けた。

（３）消防用機械器具等についての性能、機能等に関する確認、追跡調査

近鉄百貨店阿倍野店の店舗改修の際、設置後数年経過した検定対象機

械器具等を回収し、性能、機能等の確認を行った。

（４）消防用機械器具等に係る性能、機能等に関するニーズ等の実態調査

政令指定都市（１４都市）の消防本部等に、消防用機械器具等に係る

性能、機能等に関するニーズ等の聞き取り調査を実施した。また、各消

防本部等との間で消防用機械器具等に関する情報交換ネットワーク（仮

称）の確立に努めた。

４．その他の重点業務

（１）ＡＦＩＣ（アジア防火検査協議会）会議の開催等

第５回ＡＦＩＣ（アジア防火検査協議会）の総会の日本での開催を主

催し、各国の最新の消防事情等に関する情報交換を行った。
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（２）レスキューロボットコンテストにおける展示等

第９回レスキューロボットコンテストを支援し、優秀な成績を納めた

チームに理事長賞を授与するとともに当協会の業務等についてのＰＲに

努めた。

（３）ＩＳＯ／ＴＣ２１への参加等

ＩＳＯの規格作成に関し、平成２１年度おいては、国際会議（３回）

並びに国内のＴＣ委員会、同分科会及び作業部会に出席するとともに、

ＩＳＯ／ＴＣ２１国内協議会への負担金を拠出する等の対応を図った。


